
○東総地区広域市町村圏事務組合長期継続契約 

を締結することができる契約に関する規則 

平成 23 年 ２月 28 日  

規 則 第 １ 号  

改正 令和２年 11 月 27 日規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東総地区広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例（平成２３年東総地区広域市町村圏事務組合条例

第１号。以下「条例」という。）に基づく長期継続契約（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２３４条の３に規定する契約をいう。以下同じ。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（長期継続契約を締結することができる契約の期間） 

第２条 条例第２条に規定する規則で定める期間は、５年以内とする。 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第３条 条例第２条第１号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる物

品の賃貸借契約とする。 

⑴ 自動車 

⑵ 事務機器 

⑶ 通信機器 

⑷ 測定機器 

⑸ ソフトウェア 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める物品 

２ 条例第２条第２号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる役務の

提供を受ける契約とする。 

⑴ 庁舎等の管理に関する業務 

⑵ 機械警備に係る業務 

⑶ 一般廃棄物の運搬及び処分に関する業務 

⑷ 長期継続契約により借り入れた物品の賃貸借契約の期間内における保守に



係る業務 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定めるもの 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成 23 年 4 月 1 日以後にその履行がなされ

る契約から適用する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


